
岡山県警察速度管理指針（令和５年７月改訂）

岡山県における速度管理の必要性

交通事故発生状況

第１当事者が制限速度を

超過していた割合は、負傷事
故では６．３％だが、死亡事故
では37.９％にも上る

速度抑制による被害軽減

第１当事者が制限速度を超
過していた事故は、制限速度
を遵守していた事故と比較し
て、致死率が約９倍と高い

危険認知速度と致死率

人対車両の事故における第１
当事者の危険認知速度（注1）
が30km/h以下の致死率は
2.0％であるが、40km/hを
超えると跳ね上がり、60km
/h超では60％になる。

主な対策
・交通事故分析結果に基づく速度違反取締り、可搬式速度違反自動取締装置（注2）の活用
・制限速度遵守の必要性についての広報 ・レッド走行（注3）、駐留監視（注4）等の街頭活動
・速度の出にくい道路環境の整備 （「ゾーン３０」等、道路管理者と連携）

重大事故を抑止するためには、適正な速度管理が重要！
本資料における分析は、平成30年から令和４年までの原付以上の車両が第１当事者となった人身事故のデータを用いた。
注１：「危険認知速度」とは、運転者が相手方車両・人等を認め、危険を認知した時点の速度をいい、具体的にはブレーキ・ハンドル操

作等の事故回避行動をとる直前の速度をいう。危険を認知せず、事故回避行動をとらなかった場合は、事故直前の速度をいう。
柱２：「可搬式速度違反自動取締装置」とは、通学路や住宅地などの駐車場所がない場所でも速度違反取締りが可能な装置をいう。
注３：「レッド走行」とは、パトカー等による赤色灯を点灯させての交通指導取締り等の活動をいう。
注４：「駐留監視」とは、パトカー等を駐留させての警戒活動をいう。

制限速度の遵守が死亡
事故抑止に効果的

30km/h以上超過のいわゆる「暴走運転」は、重大事故に直結する大変危険な行為

「暴走運転」を許さない強力な交通指導取締りが必要

■制限速度超過 ■制限速度以下

■制限速度以下■制限速度超過



岡山県警察における速度管理の内容

速度違反取締りは、重点路線以外でも実施します！
注４： 区分「生活道路」の事故は、速度規制が30km/h以下に指定されている国道以外の道路及び速度規制のない市町村道のうち、市街地

で発生した人身事故を集計したもの
注５： 区分「幹線道路」の事故は、全ての国道（高速道路を除く。)及び速度規制が40km/h以上の県道で発生した人身事故を集計したもの
注６： 区分「その他の道路」の事故は、区分「生活道路」及び区分「幹線道路」以外の道路で発生した人身事故を集計したもの
注７： 「交差点関連違反」とは、信号無視、指定場所一時不停止等の違反をいう。

生活道路 幹線道路 その他の道路

○　死者数　　　　 １３人
○　重傷者数　　 ４２２人

※生活道路
　おおむね５００メートル以上に
わたり、民家、建物等が連立し、
市街地的形態をなしている地区の
　・速度規制が３０km/h以下に
　指定されている国道以外の道路
　・速度規制のない市町村道

　○　死者数　　　  １５０人
　○　重傷者数　　１０４７人

　※幹線道路
　　全ての国道及び速度規制が
　４０km/h以上の県道

 

　○　死者数　　　１６６人
　○　重傷者数　１１３５人

　※その他の道路
　　生活道路、幹線道路以外の道路

　○　通過交通の流入抑制

区分

交 通 事 故
発 生 状 況

目 標

　○　通行車両の速度抑制、規制速度の遵守

速
度
管
理
の
概
要

交通 安全
教 育

　○　事故多発地域を中心に速度遵守及び歩行中の被害防止を図る交通安全教育を推進
　○　運転免許証の更新時講習等における速度抑制の重要性に関する交通安全教育を推進
　○　速度遵守に関する啓発を関係機関・団体と連携して推進

　○　事業所を対象とした交通安全
  　教室における速度抑制の重要性
  　に関する交通安全教育を推進

交通 指導
取 締 り

　○　交通事故の分析結果等に基づき指定した速度取締り重点路線（時間帯）を中心とした速度取締り
　　やレッド走行を実施

　
　○　通学路等において、通学児
　　童の安全確保のためのレッド
　　走行や速度取締りを実施
　○　可搬式速度違反自動取締装
　　置の活用

　○　これまで取締りが困難であった場所における可搬式速度違反自動
　　取締装置の活用

交通 規制
道路 環境
整 備

　○　補助標識の設置による速度抑制の必要性の明示化を推進

そ の 他 の
交 通 指 導
取 締 り

　○　妨害運転、暴走運転等の危険性、迷惑性の高い無謀運転等の交通指導取締りを実施
　○　横断歩行者等妨害、合図不履行、交差点関連違反(注７)の交通指導取締りを実施
　○　各警察署の事故分析結果に基づいた交通指導取締りを実施

　○　通過交通の流入抑制を図る
　　ため、通行禁止違反の取締り
　　を実施

　○　通行車両の速度抑制や通過
　　交通の流入抑制を図るための
　　面的な交通規制を推進
　○　道路管理者と連携し、立体
　　表示などを活用した速度を出
　　しにくい道路環境を整備

　○　交通事故の発生実態、車両の実際の走行速度等を総合的に勘案
　　し、制限速度が４０km/h又は５０km/hの道路を中心として速度
    規制の見直しを検討

対 策 地 域
又 は 路 線

　○　学校周辺の通学路を含む地
　　域を中心に通過交通の流入抑
　　制や速度抑制を図るための面
　　的な交通規制を実施

　○　速度管理重点路線（２２路線、詳細は別紙のとおり。）
　　　過去５年間の速度超過を伴う重傷以上の事故が多い路線を指定
　　し路線ごとに各地域の道路環境や交通状況等を総合的に勘案して
　　交通指導取締りや速度規制の見直しを推進
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国道
（１２路線）

① ２号

② ３０号

③ ５３号

④ １７９号

⑤ １８０号

⑥ １８１号

⑦ ２５０号

⑧ ３１３号

⑨ ３７４号

⑩ ４２９号

⑪ ４３０号

⑫ ４８６号

県道
（１０路線）

➊ 岡山児島線

❷ 岡山吉井線

❸ 岡山牛窓線

❹ 岡山玉野線

❺ 倉敷笠岡線

❻ 岡山赤穂線

❼ 岡山倉敷線

❽ 藤戸連島線

❾
寒河本庄岡山線
（岡山ブルーライン）

❿ 倉敷西環状線

❼

重点路線の選定理由

重点路線は、過去５年間の人身

事故発生件数、速度超過を伴う事
故の割合を総合的に勘案して決定
しています。

①

別紙

速度管理重点路線


